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配管材の検査時期について 

○配管材については，設備保護のため工場出荷前に母材の塗装を行い，現地での耐圧・漏えい検査後に溶接部（熱影響部を含む）の塗装を行う計画である。 

 配管製作流れの例を図１に示す。 

○ここで，外観検査及び耐圧・漏えい検査時に母材が塗装されている場合があるが，以下より設備健全性の確認は可能である。 

➣外観検査時に母材部塗装が施工されていても，設備保護で行う塗装は下塗り塗装（膜厚：～150μm 程度）であり，外観の著しい傷，凹み等は確認可能

である。 

➣耐圧検査時に母材部塗装が施工されていても，配管の変形を阻害するような強め板の効果はなく，耐圧検査への影響はない。なお，換気系等の最高使用

圧力が微正圧の配管については，無塗装又は検査圧力を高めにして耐圧検査を実施することで健全性を確認する。 

➣漏えい検査は，溶接部を確認することで健全性を確認する。 （添付－１） 
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図１ 配管製作流れの例（点線枠は適合性確認検査の検査項目を示す） 

備考：外観検査については，○Ａ，○Ｂ，○Ｃを組み合わせた適切な時期に検査を行う。 

添付－１ 技術基準規則における耐圧検査及び漏えい検査要求 

以 上 

素材 ブロック製作 設備保護（母材塗装） 設置 

耐圧検査 漏えい検査 
外観検査（先行外観） 

据付検査 
外観検査

溶接部塗装，サポート設置 

外観検査（塗装前）○Ａ ○Ｂ  ○Ｃ  



技術基準規則における耐圧検査及び漏えい検査要求 

１）技術基準規則，設計・建設規格 

添付－１ 

「設計・建設規格 2005（2007）」の第１１章（耐圧試験） 抜粋
◆水圧による耐圧試験を行う場合（クラス２機器の例）
試験圧力は最高使用圧力の 1.5 倍とする。

◆各機器の耐圧保持後の検査（漏えいの確認を含む）
PHT-2000 およびPHT-3000 で定めた試験圧力を PHT-4000 で定めた保持時間後、耐圧部の溶接部，フ
ランジ部のシール部，および特に設計仕様書等に規定されている部位については，表 PHT-5010-1 に示
す圧力で漏えいの確認をしなければならない。

実用発電用原子炉施設に係る使用前検査に関する運用要領
５．使用前検査の実施（３）検査の範囲及び方法において、以下の通り規定されている。
e. 耐圧検査
 技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを目視又は品質記
録により確認する。

f. 漏えい検査
 耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を目視又は品質記録により確認す
る。



２）設計・建設規格 質疑応答（№：QNC2012-05） 


